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第2章 情報化社会 と通信

第1節 情報化社会の基盤整備

現代社会 と情報は深いかかわ りあいをもっている。現代社会における情報

への依存は,単 に特定個人,特 定の事柄だけではなく,す べての人々の生活

にみられ るものである。我hの 社会は情報を中心にして営まれようとしてい

る。最近,情 報化社会とい う言葉が多くの人 々に用い られるのは,現 代の我

々の生活の身近なところに情報の価値や情報への依存が認められるからであ

り,こ れに伴 って情報化社会の基盤をなす通信への期待も高まっている。 し

かも,我 が国の状況は,今 後,こ のような傾向をますます強めていくであろ

う。すなわち,

① 国民一般の所得水準が向上 し,余 暇が増大するのに伴い,個 人の欲求や

関心が多様化し,こ れを実現するための多種多様な情報に対する要求が強

まる。また,生 活利便への絶xま ない要求は,通 信 メデ ィアに対しても各

種の要求を生むこととなる。更Y',国 民福祉,新 しいコミーニテイ対策に

関しても通信への期待が大きくなっている。

② 我が国の産業をめぐる環境は極めて厳 しく,労 働力不足や企業経営の効

率化,高 度化の要請は,企 業内部の情報化を促している。また,公 害,資

源の枯渇,日 本商品に対する海外市場環境の悪化等が問題とされ るな か

で,高 学歴労働者の増大,技 術水準の著 しい上昇を支えにして,産 業構造

を知識集約型に次第Y`転 換していくことが期待されている。 これに伴いデ

ータ通信,画 像通信など通信の高度な活用が重要性を帯びてきている。

③ 資源の枯渇が国際的にさけばれており,資 源の外国依存度の高い我が国

においては,そ の対応が緊急の課題 となっている。資源消費の少ない産業

を重視するとともに,資 源消費の節約を図るための施策が必要である。こ

のため,人 的物的流通を情報の流通により効率化するなど情報化の促進,
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通信の活用について検討が必要 となっている。

④ 過密過疎の解消,国 土の効率的利用など国土空間の有機的利用がさけば

れるのに伴い,全国的に情報の円滑な流通を図ることが必要となっている。

これにより広域にわたる通信ネットワークは新たな社会的意義を帯びてき

ている。

情報化への志向の強い社会的条件を背景として通信網,通 信システム,通

信メデ ィアの開発,普 及,活 用への要請が強まってきている。しか しな が

ら,通 信への期待,情 報への依存度が高 くなるにつれて,情 報化に伴 う諸弊

害の発生にも配慮を加える必要がある。情報量の増大に関連 して,情 報検索

の困難性が生 じるとともに,総 体 としての量の増大にもかかわらず,必 要な

情報が不足するといった量のアンバランス,あ るいは,情 報の質についても

低俗情報,虚 報 ・誤報など,こ れまでも多くの指摘がなされてきた。また,

今後,飛 躍的な増加が期待されているデータ通信について も,プ ライバシー

の侵害,企 業機密の漏えいや情報の集中に伴 う管理社会化が指摘されている。

これまでの経済的豊かさの追求が公害を生みだしていることにかんがみ,情

報化の推進に当たって は,他 人の情報 の 漏えい ・窃用 ・改ざん ・損壊の防

止,プ ライバ シーの保護,情 報処理業者 ・情報提供業者による誤処理 ・誤情

報提供の防止及びこれによる損害の救済,ソ フ トウェアに関す る権利の保護

などの諸問題に対 し,慎 重な配慮が加え られなければならない。

情報化社会の基盤整備に当たっては,こ のような基本的立場にたってこれ

を進めることが必要である。

第2節 情報化の促進のための通信の役割

これまでみてき た よ うに,我 が国における情報化への志向は極めて強い

が,こ の情報化を実現 していく基本的条件 として通信の活用がある。このた

めには広くすべての国民を対象 とする汎用的な通信メデ ィアの整備が必要で

ある。そこで,第 一に,郵 便,電 話 放送などの既存の基幹メデrア の整備
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と活用の動向,第 二に,時 代の要請に即応したきめ細かなサービスを可能と

する新たな汎用ネ ットワークの整備 ・普及の動向,第 三に,国 際化する情報

化時代に即応した電気通信の動向についてみることとする。

1基 幹 メデ ィアの整備 と活用

郵便,電 話,ラ ジオ及びテレビジョン放送,新 聞は,現 在の我が国の情報

メディアとして基幹的役割を担っている。これ らの基幹メデ ィアは,(i)日

本全土をくまなくカバーし,(ii)メ デ ィアにのる情報が多種 か つ 多量であ

り,(iii)利 用の料金が比較的安価で,(iv)す べての国民を対象とする汎用 メ

デ ィアである点で,そ の整備 ・普及 ・活用は,要 請される情報化の基本的条

件であるとい うことができる。

このような基幹メディアの重要性にかんがみ,こ れまで,整 備 ・普及の基

本 目標 として,郵 便については,送 達速度の安定を図ること,電 話について

は,積 滞解消,全 国自動即時化を図ること,テ レビジョン放送については,

NHKの 総合番組局,教 育専門局の放送及び複数の民間放送局の放送が全国

的に可能となるようにすること,を それぞれ掲げてきている。

(1)郵 便

創業間もな くネットワークとしての全国普及をなし遂げた郵便は,ネ ット

ワークの広さにおいて国民の依存度の高いメデ ィアとなっている。このよう

な郵便の整備の動向 を み る と,ま ず,郵 便番号制の導入,局 内作業の機械

化,集 中処理局の建設,通 常郵便物の航空機とう載などの施策を実施すると

ともに,46年10月 には,郵 便物標準送達所要 日数表を公表 して,標 準的な送

達速度を約束す ることにより送達速度の安定を図ってきている。しかしなが

ら,社 会経済の発展に伴 って業務用郵便を中心に増加を続ける郵便について

は,都 市集中化に よ る外的条件の悪化(人 口の急激な増加と移動,交 通混

雑,地 番の混乱,高 層ビルの増加,若 年労働力の確保難等)に より安定した

送達が困難 となるとともに,人 力依存の度合の大きい郵便事業の人件費の上

昇は財政的困難を招来するなど,大 きな問題をかかえている。
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(2)電 話網

昭和28年 以来,数 次の長期計画により拡充を図ってきた電電公社 の加入電

話については,47年 度末で2,000万 加入を超え,国 民5人 に1加 入の割合に

まで普及 してきたが,シ ビル ミニマムとなった電話に対する需要はなお根強

く,「申し込めばすぐつく電話」は,い まなお実現できていない。このため,

52年度末には,こ の積年の課題を解決することとし,経 済社会基本計画にお

いても,こ れを明確に して い る。 これにより,52年 度末の電話加入数は,

3,600万 余に達し,国 民3人 に1加 入の割合とな り,市 民生活の利便化が著

しく進む こととなる。

このような電話の需給関係の改善が見込まれるのに伴い,今 後,社 会 ・経

済 ・国民生活各般にわたる広域化,社 会福祉政策の拡充強化等のす う勢に応

じ,遠 距離通話料金の低廉化を含めた料金体系の合理化,心 身障害者対策,

「申し込みた くても申し込めない低所得者」対策等が重要な課題となってこ

よう。

電話網の整備は,ま た多様な情報 メデ ィアを必要 とす る情報化社会の基盤

整備として新たな意義をもっているが,更 に,膨 大な建設投資を行って整備

しつつある電話網 の多目的利用を図ることは,国 家経済的見地からみても極

めて重要なことである。そこで新 しい端末機や新 しいシステムを研究,開 発

し,こ のネットワークに接続させていく等 この巨大なネットワークを有効に

活用 していくことは,今 後に残 されたもう一つの大きな課題であろう。

電話網 の活用についてみると,近 年における国民生活の高度化 ・多様化の

傾向,日 常生活上での利便追求の傾向に伴い,電 話網を利用 した多彩な電話

サービスへの期待が高まってきてお り,そ れ らに対処するための技術開発及

び制度化が積極的に進め られている。

電話の端末機の関係では,カ ラー電話機,騒 音用電話機,プ ッシュホ ン,

ホームテ レホン,大 形 ピンク電話等が開発され登場 してきている。特に短縮

ダイヤルが可能なプッシsホ ンは電話計算サービスにも利用することができ

るとともに,将 来各種の高度な付加的サービスが受けられる可能性をもって
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いる。

次に,電 話の効率的ない し多様な利用を図るものとしては,通 話中に第三

者から電話のきたことを知 らせる通話中着信サービス,タ クシーの配車を請

求す ることができるタクシー呼出電話,情 報を自動的に伝える トーキー案内

装置サービス等が実用に供されてお り,こ のほか,伝 言電話サービス,可 聴

式ないし可視式料金即知サービス等も開発されつつある。この うち トーキー

案内サービスは,求 人情報案内,道 路交通情報案内,二 一一スサービス,育

児案内等多くの目的に利用されてお り,各 種の個別生活情報が選択的に得 ら

れる点で時代の要請にマッチしたものとして,そ の任意性,簡 便性,低 廉性

等と相まって利用層の着実な広が りを見せ,我 々の日常生活をより豊かなも

のにしつつある。

更に電電公社の加入電話網は,46年5月 の公衆電気通信法の改正により,

低 ・中速度のデータ通信,フ ァクシ ミリ通信などへと利用が拡大され,音 声

通信だけでなく,広 く4kHz帯 域内の各種通信サービスを行 うための網 とし

て脱皮することにな り,その網としての重要性はますます高まってきている。

データ通信については,既 に電電公社が加入電話網を利用して,販 売在庫

管理システム(DRESS),科 学技術計算システム(DEMOS),電 話計算シス

テム(D】ALS)等 のサービスを行 っており,ま た加入電話網を利用 してサー

ビスを提供する情報通信事業者も出現してきている。

画像通信に対す る需要 も最近急速に高まってきている。画像通信は電話に

比べ,費 用が割高になることや,技 術的にも困難な面があって,従 来はごく

一部の専用的なサービスの範囲内にとどまっていた。 しか し,現 在の音声通

信を主体とした電気通信サービスをより高度化す るものとして今後の発展が

予想される。現在,加 入電話網を使った画像通信サービスとしては,既 に実

用に供せ られているフ7ク シ ミリのほか,送 信側の筆の動きが直ちに電気信

号に変換されて受信側に電送される手書電送,心 臓病患者の心電流を端末機

を通 して直接専門医のもとに伝送 し,そ の判断を仰 ぐことができる心電図伝

送,同 じく心臓病患者の心拍数をコントロールす るペース ・メーカーの運行
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機能を遠隔的にチ ェックす るためのペース ・メーヵ一 ・チェック等が開発さ

れ,実 用に供せ られようとしている。

(3)テ レビジ ョン放送網

テレビジョン放送網の整備は,NHK及 び民間放送により,次 のとおり行

われている。

NHKは,現 在,総 合番組局 と教育専門局の放送の2系 列の放送を実施 し

ているが,放 送法において 「公共の福祉のために,あ まね く日本全国におい

て受信できるように放送を行 うことを 目的 とす る。」 と定められているのを

受けてテレビジョン放送の全国普及に努めている。

NHKは,中 継局の建設 と共同受信施設の設置によって,放 送の全国普及

を促進しているが,原 則的には比較的世帯のまとま りのよいところは中継局

の建設により,200世 帯に満たない小規模の地域については,共 同受信施設

の設置によって措置す ることとしている。共同受信施設を設置する場合の経

費負担は,幹 線部分はNHK負 担,引 込線部分は受信者負担としている。47

年度末現在,NHKの テ レビジョン放送局数は総合番組局1,680局,教 育専

門局1,658局 に達 し,共 同受信施設数は3,472施 設となっている。以上の中継

局及び共同受信施設により,NHKの テ レビジ ヨン放送は辺地の一部を除い

て,お おむね全国的に普及 し,47年 度末現在の辺地における難視聴世帯数は

約117万 世帯となっている。

なお,NHKに おいては,極 めて狭い範囲の地域を対象 とす る放送施設と

して,簡 易でかつ廉価な極微小電力テレビジョン放送設備(通 称 ミニサテラ

イ ト局)の 開発を進めており,47年度末現在全国10か所で実験を行っている。

次に民間放送については,全 国的に複数の放送が行われるよう措置 してい

る。47年度末現在の民間放送の数は,京 浜広域圏においては5(た だ し,群

馬県,千 葉県,神 奈川県は6),中 京広域圏,京 阪神広域圏,北 海道,福 岡

県においては,そ れぞれ4(た だ し,京 都府,奈 良県,兵 庫県,滋 賀県は

5),宮 城県,広 島県Y`い てはそれぞれ3,そ の他の地域においては2(た

だ し,鳥 取県及び島根県は,こ れ らの地域を併せて3,徳 島県及び佐賀県は
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それぞれ1)で あり,87社1,421局 となっている。

また,民 間放送のテ レビジョン放送の難視聴状況については,放 送事業者

によって差はあるが,47年 度末現在において,1の 民間放送のテレビジョン

放送をも視聴することができない世帯は約250万 世帯ある。

NHK及 び民間放送の放送網は以上のとおり整備されつつあるが,最 近,

都市においてテレビジョン放送の受信が妨げ られる現象が目立って増加 し,

深刻な事態 となっている。すなわち,最 近都市においては,高 層建築物,高

架道路,高 架鉄道,送 電線,鉄 塔等によるテレビジョン放送の受信障害が増

加している。これ らの受信障害のうち,建 築物等の陰になって放送の受信が

困難 となるいわゆるビル陰障害を生 じている世帯は,47年 度末現在約37万 世

帯と推定され,ま た,最 近高層建築物等が電波を反射することにより受信障

害をおこすいわゆる反射障害がかなり広範囲にわたって発生 している。高層

建築物等による受信障害については,郵 政省は従来原因者責任の建前から建

築主等を指導し,共 同受信施設の設置を促進する等 しているが,今 後,建 築

物の高層化に伴って,この種の受信障害は更に増加し,また,受 信障害の態様

も複雑化して,原 因者を特定することが困難 となる等,解 決は一層難 しくな

ると考えられ る。テレビジョン放送が,国 民の文化的日常生活に必要不可欠

なものとなった今 日,こ れ らのテ レビジョン放送の受信障害を解消すること

は,都 市住民の生活環境保護の見地からも急を要する課題である。これ らの

事態を解決する抜本的方策を検討するため,郵 政省は 「テ レビジョン放送難

視聴対策調査会」を設け,多 角的見地か ら調査検討を行うこととしている。

2新 しい汎用 ネ ッ トワー クの開発整備

基 幹 メデ ィ アのi整備 及 び活 用 と同 時 に,市 民生 活 を よ り豊 か に し,企 業 活

動 に よ り寄 与 して い くた め には,更 に きめ の細 か い通 信 網 の整備 へ の配 慮 が

必 要 であ り,こ の た め,基 幹 ネ ッ トワー クの エ ア ポ ケ ッ トを 埋 め る新 しい 汎

用 ネ ッ トワー クの 開発 整 備 が 検 討 され て い る。
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(1)コ ミュ=テ イ ・ネッ トワーク

経済の高度成長は社会構造に変化をもたらし,都 市においては,人 間関係

の疎遠,生 活環境の悪化,地 域社会への無関心層の増大等の諸現象が生 じ,

また農村においては,若 年層の流出,生 活基盤の弱体化等により地域共同体

としての機能の維持も困難になってきている。このような都市問題 農村問

題については各方面においてその対処策が検討されているが,そ のなかで特

に社会生活の基本的な単位 としてのコミュニティづ くりが強調されてきてい

る。 このため,住 民の連帯感を培養 し,更Y'コ ミュニテ ィの自律性を高める

上においてコミ3ニ テ ィを基盤 とす る情報伝達手段の整備 の必要性が指摘さ

れている。

一方,情 報化社会の進展,市 民生活の向上,快 適な生活環境への欲求等か

らマスメディアでは満たされない新たな情報 ニーズが生れてきている。すな

わち,地 域社会に即した情報,よ り具体的,個 別的に生活利便をもた らす情

報等に対するニーズが高ま りつつあるとともに,更 に情報システムについて

も受け手が必要 とする情報を能動的に選択できるシステムの出現が期待され

ている。

このようなコミ凸ニティづくり,あ るいは新たな情報ニーズに応ずるため

には,特 定地域を対象 とす るコミ凸ニテ ィ・ネ ットワークの形成整備が必要

となるが,そ の基盤 となるものにCATV及 び有線放送電話がある。

ア.CCISネ ットワーク(CATVの 利活用)

CATV(CommunityAntennaTelevision又 はCableTelevision)は ,

テ レビ放送局から遠 く離れている山間辺地におけるテ レビ放送の自然難視

聴救済及び大都市におけ る高層建築物等によるテ レビ放送の受信障害救済

のための施設 として我が国においてもテ レビ放送開始以来全国的に普及 し

てお り,現 在約1万 の施設がある。これ らのCATVの なかにはテレビ放

送 の再送信のほかに地域的な番組を主 とする自主放送を行っているものが

わずかある。

しか しなが ら・CATVに 使用する同軸ケーブルは,現 在の技術でもテ レ
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ビ換算30ch近 くの伝送が可能であ り,電 波のように周波数割当による制

限がないため技術の進歩によって多様な情報を伝送 し得る可能性がある。

このことからCATVは,今 後,コ ミsニ テ ィ・ネットワークとして最 もふ

さわ しい情報メデ ィアであるCCIS(CoaxialCableInformationSystem)

に成長することが期待されている。CCISの 利用形態 としては,放 送の再

送信,自 主番組の提供等放送型のサービスのほかに,シ ステムに双方向伝

送機能をもたせることにより加入者か らの要求に基づき情報を提供する個

別情報サービス,ガ ス,水 道,電 気等の自動検針を行ったり,防 火,防 犯

のための警報を発するような集配信サービス等多種多彩なサービスがあげ

られている。

しか しながら,現 実にCCISが 社会的に機能してい くためには,CCIS

に対する需要,技 術上の問題のほかに,放 送事業及び公衆電気通信業務 と

の関係等制度的にも検討を要する多 くの問題がある。このため関係機関 ・

団体によってさまざまな角度から調査研究が行われている。特に郵政省に

おいては,CCIS調 査会により調査検討が行われ,そ の調査結果等を受け

実際に多摩 ニュータウンにCCIS実 験施設を設置して,近 い将来実現可能

な各種のサービスを提供 し,CCISに 関する需要,経 済性及び技術上の問

題を解明することを計画 している。また通商産業省の計画では,奈 良県東

生駒にCATVと 電子計算機を結合 した双方向の実験システムを設置 し,

システム及び機器の開発実験に主眼をおいた調査を実施することにしてい

る。

イ.有 線放送電話ネ ットワーク

有線放送電話は,定 時又は臨時に告知放送等の自主放送やラジオ放送の

再送信を行 うほかに,あ き時間に電話として利用を行 うもので,主 として

電電公社の加入電話のあまり普及 していない農山漁村に約1,700の 施設が

設置されている。この有線放送電話は,農 協,市 町村等がその運営にあた

っているが,放 送 と電話の両機能をもつユニークな情報メデ ィアとして地

域社会に果たしている役割は大きい。
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しかしなが ら,近 時社会経済の発展により,農 林漁業地域においても,

有線放送電話の通信圏の拡大への要請をは じめ,有 線放送電話設備の多 目

的利用についての要望がでてきている。電気通信技術のめざましい進歩を

背景 として,デ ータ通信,フ ァクシミリ通信等のほか,地 域の経済活動及

び社会活動の利便の向上のため多くの利用形態が将来この有線放送電話ネ

ッ トワークY'ついて期待されるところであって,郵 政省は48年6月,「 地

域通信調査会」を設置 し,農 林漁業地域における電気通信サービスの現状

について総合的,専 門的見地から調査検討を加x,将 来のあ り方について

検討を行っている。

(2)移 動体系のネットワーク

基幹ネットワークは,大 量の情報を安価に,か つ全国的に運ぶことのでき

る汎用メデ ィアとして基本的なものではあるが,そ れ らはすべて固定地点相

互聞の情報流通のためのものである。 しか しなが ら,情 報化の進展及び社会

活動の高度化,複 雑化に伴い,移 動体 と固定地点,あ るいは移動体相互間に

おける通信需要 も急速に増大 している。

このため,移 動体 と固定地点間の公衆電気通信サービスとして,船 舶に設

置する船舶電話,新 幹線等に設置する列車公衆電話を実施 し,ま た,公 衆電

気通信サービスに極めて近いサービスとして外出中の個人を呼び出すポケッ

トベルの開設を図 り,時 代の要請にこたえてきている。

移動体系の通信サービスに対する需要は,今 後 とも急速に増大 して くるも

のと思われる。

(3)広 帯域ネットワーク

4kHz帯 域網 としての加入電話網を利用 しても,低 ・中速度のデータ通信,

ファクシミリ通信が可能であるが,今 後においては更に高速データ通信,高

速ファクシミリのように数10な いし数100kHzの 周波数帯域を必要とする通

信及びテ レビ電話,映 像伝送のように数MHzの 周波数帯域を必要とす る通

信に使用する網として,広 帯域網の形成が必要 となる。

このため,電 電公社の第5次5か 年計画においては,比 較的早期に需要が
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顕在化 してくると考えられる48kb/sな どの高速データ伝送及び高速ファク

シミリのための広帯域交換網の形成を促進 し,政 令指定都市及びその他の主

要都市までサービスを拡大できるよう計画 している。また画像通信のための

MHz帯 域の網についても,今 後の需要動向,電 子交換機の導入状況を勘案

しなが ら,そ の形成を推進することとし,テ レビ電話についても需要の動向

をみながら逐次計画を進めることとしている。

(4)新 データ ・ネ ットワーク

データ通信は先にも述べたように,4kHz帯 域網 としての電話網を利用 し

ても可能であるが,そ の場合には,伝 送速度,接 続時間,誤 り率などの性能

に限界があり,ま た多彩なサービス機能の要求に対 しても融通性に欠ける面

がある。

更に将来におけるデータ通信の発展を考慮すると,デ ータ通信等に最適な

ネットワークが必要であ り,現 在,そ の研究が進められている。

この新データ ・ネットワークは,パ ケット交換方式等の新しい技術を採用

することにより,電話網を利用した場合における欠点を改善するだけでなく,

データ通信システム相互間の通信,複 数の電子計算機センターに対するアク

セス,あ るいは,デ ータ通信システムにおける情報処理装置のファイルの共

用などを容易にするであろ う。

3国 際化 の進展 と国際電気 通信 ネ ッ トワークの拡充

47年度の我が国の輸出入総額は前年度の24%増 となり,ま た,海 外への旅

行者数も47年は前年の45%増 とますます増大しており,国 際化が着実に進展

していることがうかがえる。

これに伴い,国 際通信,特 に国際電気通信の発展は目ざましい もの が あ

る。国際電話及び国際加入電信の47年 度の取扱数はどちらも41年 度の約6

倍にまでなっており,前 年度に比べてもそれぞれ45%,36%と 著 しい増加を

示 している。38年,初 めての放送で不幸にもケネデ ィ米大統領の暗殺を伝え

た衛星中Y'よ るテレビ放送も,今 や 日常茶飯事となっており,世 界の出来
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事が時をおかずそのまま茶の間に送 られている。一方,情 報化の進展に伴 う

通信需要の多様化を反映 し,国 際通信にも,45年 度以降,高 速通信用専用

線,国 際デーテル,国 際ファクシミリ電報,国 際オー トメックス等の新規サ

ービスが加えられている。

このような国際通信の量質両面にわたる急激な発展は,通 信衛星,海 底同

軸ケーブル等の大容量,高 品質で安定度の高い広帯域通信幹線の拡充により

もた らされた。かつては,国 際通信回線の大部分が短波回線で占められ,回

線数も少なく,し かも1日 のうちある時間帯 しか通信できないとい う状態で

あったのが,広 帯域通信幹線の建設により,大 量の電話を疎通 し,テ レビ放

送を中継 し,ま た,デ ータ通信を行 うように もなっている。

国際化の進展に伴う通信量の増加傾向は今後も続 くとともに,世 界的規模

で進展する情報化に伴 う高度な通信需要は一層高まるとみ られ る。こ の た

め,国 際通信ネッ トワークの整備 とサービスの一層の向上が必要 となってい

る。

(1)国 際通信ネッ トワークの整備

国際通信需要の増大 と多様化に対処するには,海 底ケーブル,通 信衛星等

による広帯域直通回線の設定,伝 送ルー トの多様化を推進 し,高 品質回線を

潤沢に確保す ることが必要である。我が国が使用する国際通信幹線 としては

現在,イ ンテルサッ ト衛星経由回線のほか,太 平洋ケーブル,日 本海ケーブ

ル及び日韓間対流圏散乱波(OH)通 信回線があ り,今 後建設が予定 されて

いるものとして第2太 平洋ケーブル,日 中間海底ケーブル等がある。

太平洋海域における既存の海底ケーブルは,い ずれ も既に容量の限度まで

使用されているため,最 近の回線増設はほとんどが通信衛星施設に依存せざ

るを得ない状況Y'あ る。 したが って,こ のまま推移すると通信衛星施設の使

用比率がますます増大することとなって,障 害が発生 した場合等に国際通信

の信頼性,継 続性を確保する上に支障が生ずることが予想される と こ ろ か

ら,日 本,米 国,オ ース トラリアの通信事業者間で沖縄 ・グアム ・ハワイ間

第2太 平洋ケーブル及びハワイ ・米本土間第3ハ ワイケーブルの建設計画が
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第2-2-1図 伝送路別国際回線の推移
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(注)回 線数は,電 話級回線に換算したものである。

作成され,50年11月 の完成を目途に諸準備が進め られている。

51年には日中間の海底ケーブルの建設が完了することも見込まれている。

このケーブルは,日 中両国間の通信のほか,他 の諸国 との間の通信にも積極

的に使用することとされている。

我が国はかねてから東南アジアケーブル建設計画を提唱 し,関 係諸国と折

衝して計画の推進に努力している。この計画が実現すれば東南アジア地域に

も通信衛星,海 底ケーブルを相互補完的に総合した国際通信ネットワークが

整備されることとなる。

一方 ,イ ンテルサット衛星システムについても,諸 外国における地球局の

建設の進展に伴い我が国衛星通信対地の拡張が進められている。殊に,短 波

通信を利用している対地については,近 時,短 波帯周波数の使用がふ くそう

し混信が避けられない状況もあるので,そ の対地に地球局が建設されるのを

待って衛星経由の直通回線を設定し,短 波回線の置換吸収を図る方策が積極
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的に講 じられている。

そのほか,単 一の広帯域通信幹線のみでは直通回線を設定できない対地に

ついては,通 信衛星,海 底ケーブル,地 域マイクロ波ネ ットワーク等の各広

帯域通信幹線を直列に接続することに よって,第 三国経由の直通回線を設定

する方法もとられている。

(2)国 際電話の自動化

我が国に発着する国際電話は,39年 の太平洋ケーブルの開通を契機に急増

し,そ の後,イ ンテルサ ット衛星の登場,対 流圏散乱波通信方式による日韓

通信幹線の完成,日 本海ケーブルの開通等によって更に拍車がかか り,最 近

は年率30～50%の 増加を続けている。 このように急増す る国際電話の円滑な

疎通を図るため,国 際電話の自動化の必要性が高まっている。

欧州の大陸内諸国間では国際電話の自動化は早 くか ら実施されていたが,

長距離海底ケーブルや通信衛星を経 由する国際電話の自動化が実現 したのは

ごく最近である。すなわち,45年3月 ニューヨーク ・ロン ドン間で国際電話

の自動化が開始され,そ の後,北 米と欧州諸国との間の国際電話が順次自動

化 されていった。我が国との関係では46年 中Y'ニ ューヨーク,西 独の主要都

市,ベ ルギー全土及びスイスの主要都市から日本着信の国際電話の自動化が

開始 された。我が国からの発信については,48年3月 から国際電話の加入者

ダイヤル発信サービスが東京,名 古屋,大 阪の各一部地域を手初めに開始さ

れた。当面は,設 備の関係で一部地域の加入者に限 られ,ま た,自 動化対地

も米国,欧 州の一部地域だけ となっているが,国 際電話需要の増大に伴い,

自動化の範囲をできる限 り早期に拡大することが今後の重要な課題である。

(3)高 度化する通信需要への対応

近時,我 が国における企業活動の国際化 とともに,外 国との間で送受を要

する情報が多量化 し,高 速度通信の需要が高まっている。 これに伴い,45年

8月 か ら200～2,X1!./sの 国際高速度専用回線サービスが,ま た,46年9月

か ら,加 入者相互間で最高1,200b/sの データ伝送のほかファクシミリ等に利

用できる国際デーテルサービスが開始された。
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一方,46年 の公衆電気通信法の一部改正は国際データ通信サービスを可能

とし,48年3月,国 際電電の電子計算機により国際専用線利用者の通信を自

動交換する国際オー トメックスサービスが開始されたほか,米 国にある電子

計算機を日本のユーザが使用する商用タイムシ山ア リングサービスも民間事

業者により開始されている。

更に,国 際電電において航空会社間の通信を自動交換するサービスを開始

する計画,電 電公社が提供 している販売在庫管理 システムを利用 して同種の

サービスを海外へ発展させる計画等が検討されており,国 際データ通信は情

報化の進展とともにますます充実されようとしている。

第3節 国民福祉と通信

高度経済成長により,所 得の増加,生 活水準の向上が図られたことに対す

る積極的な評価が行われている反面,公 害の発生,自 然環境の破壊,都 市過

密,老 人 ・医療問題など国民生活の身近な問題の解決に対する要望が強まっ

ている。このため政府においても,こ れまでの経済成長の潜在力と活力を生

か しつつ,国 民福祉を指向し,社 会的公正が広 く尊重される均衡のとれた経

済社会の建設の必要性を明らかにしている。通信は,こ のような国民の要望

を実現する手段 として,そ の整備 と活用が期待されている。

1教 育と通信

放送は多 くの人び とに対 し同時に情報を提供 し,だ れもが,ど こにいても

手軽にこれを視聴 し利用できる点に特色がある。

このため,放 送を教育に利用すれば広 く国民が教育の機会に恵まれ,し か

も豊かな教材を活用 し専門の教師による教育,指 導をそのままのかたちで受

けることが可能である。放送のもつこのような教育機能に着 目し,我 が国に

おいてはラジオ放送開始後間もないころか ら,放 送の教育への利用が重視さ

れ,学 校教育や社会教育におけるその利用のための努力が重ね られてきた。
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第2-2-2表 ラ ジオ及びテ レビに よる学校放送の利用校割合

(単位:%)
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ラ ジ オ
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33.4
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38.1
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24.2
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33.4

40.0
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22.8

テ レ ビ

45年46年47年
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91.9

89.4

35.5

27.4

9.2

75.9

89.6

89.3

34.3

24.1

7.3

83.9

93.3

92.1

40.0

42.2

12.6

「NHKの 学校放送の利用の現状調査」(NHK)に よる。

昭和8年NHKの 大阪放送局のラジオ放送によって学校放送が開始され,10

年には全国中継による学校放送が行われるに至 った。NHKの 学校放送の利

用状況は,第2-2-2表 に示すとお りであって,放 送が学校教育に大きな

役割を果た していることが うかがわれる。

通信の教育への利用は,単 に教室向けの学校放送に とどまらない。教育の

機会均等を確保するための通信教育におげる放送の活用,社 会教育,生 涯教

育等を充実させ るための利用など,通 信が教育を通 じて国民福祉に寄与する

ところは極めて大きい。

(1)教 育の機会均等への寄与

教育の機会を広 く国民に提供するため,通 信教育が利用されている。通信

教育は郵便を活用 して,国 民に教育の場を提供 しようとするものであって,

郵政省においては,郵 便料金を低料に し,そ の充実に配慮 してきた。近時,

この通信教育に放送を活用することが行われてお り,大 学通信教育において

も,放 送の利用がとり入れられている。

NHKが47年5月 日本放送協会学園高等学校の生徒を対象に実施 した調査

Y'よ ると,同 校への入学の動機 として,高 校 ぐらいは出ない と困る(肩 書き

志向)37.4%,社 会人 としての教養を高めたい(教 養志向)27.4%,大 学ま

でいって勉強 したいため(大 学志向)10.4%と なっている。放送の教育への
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利用は,こ のような多様な動機をもって,教 育を受けることを希望する国民

に対 し,広 く教育の場を提供 している。

大学教育を受ける機会を広 く国民に提供するため,放 送大学(仮 称)の 設

立が郵政省及び文部省において検討されているが,放 送大学誕生の暁には,

放送の教育への利用について,更 に新 しい分野を加えることとなる。

(2)生 涯教育への寄与

現代社会においては,急 速な技術革新,社 会の発展に伴い,職 業上の新 し

い技術や知識の不断の修得が必要になっている。また,余 暇の増大は生きが

い意識を満足させるための多分野にわたる教育,教 養への要求をもた らして

いる。NHKが47年1月 千葉県市川市の成人を対象に行った調査によると,

英会話,毛 筆,料 理,物 価問題 住宅問題など151の 学習対象項目のうち,

少なくとも1項 目でも学習 したいとする者が89%に 及び,多 くの成人が何 ら

かのテーマについて学習意欲をもっていることが うかがえる。NHKが48年

6月 に行った調査 に よ る と,7歳 以上の国民のNHKテ レビの視聴率は,

教養番組では最高14.3%,教 育番組では最高9.9%と なっており,視 聴率1

0はほぼ94万 人に相当することを考えると,国 民の知的欲求の充足に果たし

ている放送の役割の大きいことが うかがわれる。

しかしなが ら,市 川市におけ る上記調査において10%以 上の人が希望して

いる学習項 目は93項 目にわたっており,成 人の学習欲求は極めて多彩なもの

がある。今後これらの成人の多彩な学習欲求にどのように対処 していくか工

夫を要するところであろう。

(3)地 域における学校教育等への寄与

放送は教育の向上に大きな成果をあげてきているが,一 面,放 送はそのサ

ービス区域が広範にわたるため地域的な教育への利用には不便な点のあるこ

とは否めない。 これを救済する方法 として館山市その他においてCCISの 利

用が試みられている。CCISは 同軸ケーブルの多容量のチャンネルを活用 し

て,同 時に多種類の情報を伝送 し得ること,双 方向通信によって学習者が対

話の形で学習に参加 し得ること,こ れまでの優れたテレビジョン放送番組を
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再 送 信 して 利 用 で き る こ と,地 域 的 な番 組 の伝 送 に適 して い る こ と等 の 利 点

が あ り,こ れ ら利 点 を活 用 した 地 域 的 な学 校 教 育 及 び社 会 教 育 へ の利 用 に つ

い て今 後 の推 移 が 注 目され る。

通 信 の教 育 へ の 利 用 は,郵 便,放 送 に と どま らず,CCIS及 び デ ー タ通 信

(CAI-ComputerAssistedInstruction)に よ る多 彩 な 試 み が あ り,今 後 通 信

の 教 育 へ の利 用 は,ま す ます 拡 大 され て い くこ とに な ろ う。

2医 療 と通信

現在の日本の医療のあ り方については,い ろいろの問題が指摘されている

が,特 に最近,① 医師,看 護婦及び医療技術者の不足,② 診療の高度化に伴

う医師の専門化 と専門医の偏在,③ 無医地区等の問題がクR一 ズアップされ

てきている。

これ らの問題の対処の仕方には種々の方策が考え られようが,そ の一つと

して,電 気通信を活用することが考えられ,各 種の試みが行われている。

(1)心 電図伝送システム

第2節 の2で も述べた とおり,心 電図伝送 システムが実用化 されると,非

専門医に とっては難解な心電図の判読を,遠 方にいる専門医の対診を求める

ことによって的確に行えるようにな り,更 に伝送操作が簡単であるところか

ら,医 師不在のときでも看護婦等により伝送することができ,急 患の場合の

応急処置に有効である等の利点がある。

この心電図伝送を一層効果的に行うために,不 在時受信可能装置,マ ルチ

チャンネル伝送装置等の開発 も進められている。このほか心電計や伝送装置

を小型化すれば音響結合装置により,医 師が往診先から電話機によって患者

の心電図を専門医のもとへ容易に伝送することも可能である。

電電公社では,関 東逓信病院(受 信側)と,横 浜,千 葉,伊 豆等の逓信診

療所(送 信側)と の間で心電図伝送を試験的に実施 したが,そ の結果は忠実

度 明瞭度 ともに良好で実用化について明るい見通 しを得ている。

(2)X線 画像伝送システム
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患者のX線 像をテレビの生中継により遠隔地 に い る専門医のもとに伝送

し,こ れにより専門医が直接診断できると,診 療上多大のメリットがある。

このためのシステムとして,X線 画籐伝送システムがあり,現 在,関 東逓信

病院と青森逓信病院との間で試験的に行われている。

この長距離X線 診断システムの特微は,青 森側の機器の装置をすべて東京

側か ら遠隔操作するところにある。関東逓信病院のX線 テ レビ遠隔操作室に

は2台 のブラウソ管が設置されてお り,そ のうちの1台 には患者の全体像が

映 し出され,東 京側のスイッチを操作すると患者を乗せた台が回転 した り,

X線 源が移動 した りする。他方,も う1台 のブラウン管によって患者の患部

を受像するようになっている。東京の専門医は,こ の受像を見なが ら診断す

ることができ,必 要な場合には,そ の部分を写真にとることもで き る。更

に,テ レビカメラによる受像のほかに,電 話を使 って東京側と青森側 との間

で対話をしなが ら診断することも可能である。

(3)テ レメデ ィシン(遠 隔診療)シ ステム

へき地における医療体制には医師,看 護婦の不足など種々の問題があ り,

その解決を通信を活用することV'よって図ろうとする試みがなされている。

通信回線を医療の面に活用するものとして,和 歌山県下においてテレメデ ィ

シンシステムの実験が行われている。

これは医師のいる診療所と看護婦又は保健婦の勤務する端末診療所 との間

を通信回線で結び,医 師は端末診療所から送 られる患者と看護婦の映像を見

つつ必要な指示を与え,診 療を行うものである。

このように,通 信回線と端末とを結合 して医療に役立てようとする研究は

今後ますます進むものと思われ,そ の進展が注目されている。

以上のほか,現 在医療の分野では,端 末機と電子計算機 とを通信回線で結

んだデータ通信 システムとして,救 急医療情報システム,診 療報酬請求シス

テム,病 歴管理 システム,医 療機関事務のEDPS化 等が考xら れてお り,

これらを実現するため各方面で研究開発及び実験が地道に進められている。
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3老 人福祉 と通信

老人福祉の実現は,我 が国の当面している重要な課題の一つである。人 口

の老齢化,戦 後の扶養意識の変化,核 家族化の進行に伴い,孤 独な老人の生

活が多 くみられるようになっている。心身の機能の低下.社 会的役割を終え

たとい う生 きがいの喪失,対 人接触の機会の減少,経 済的不安など老人問題

は,国 民だれ もが達する老齢期の問題 として深刻化 している。 このような老

人の孤立化,心 身の故障や機能の低下に対 して,通 信連絡手段を確保して,

これを補 っていくことが必要である。このため,各 種の老人福祉の施策とと

もに,電 気通信を活用 した老人福祉対策がとられている。

第一に,老 人福祉電話の設置がある。一人暮 らし老人に対 し電電公社の加

入電話を国及び地方公共団体の補助により設置 し,市 などの老人電話相談セ

ンターや親族をは じめ,医 師,保 健婦,老 人家庭奉仕員,介 護人,老 人 クラ

ブ会員,婦 人会会員等 との間の通信ができることにより,老 人の日常生活Y'

安心と生きがいを与xよ うとするも ので あ る。47年 度末で,福 岡市,豊 橋

市,東 京都文京区,新 潟市が実施 している。また,第 二に,こ のような老人

福祉電話を設置す る場合には,、電電公社では,市 などの名義の電話 として取

扱い優先的に設置を図るとともに,電 信電話債券の引受免除の措置を講 じて

いる。第三に,地 方公共団体や福祉法人がインターホンを設置し,一 人暮 ら

し老人と家庭奉仕員,介 護人等 との通信ができるようにしてお り,そ の数は

47年 度末で2,403施 設になっている。 更に,第 四には,農 山漁村に普及して

いる有線放送電話を利用 して,老 人相手の放送や個別の安否通信 な どを行

い,好 評を博 している。

このように通信の活用に よる各種の一人暮 らし老人対策が進められている

が,人 口5万 人以上の都市に居住する満65歳 以上の一人暮 らし老人の通信手

段の保有状況などを郵政省調査によりみると,電 話,イ ンターホン,ベ ル等

の通信連絡手段を保有する老人は,公 社電話の34.7%を 含め45.4%と なって

いるが・寝たきり及び寝た り起きた りの老人の58・6%は,通 信連絡手段を保
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有 していない。また,電 話を保有する者の43.6%が 一人暮 らしになってから

取 り付けてお り,そ のうち68.4%が 老人自身で取付料金を支払 っている。

今後,更 に通信連絡手段の確保を図るとともに,老 人,特 に寝たきり老人

に適 した機能をもつ電話の開発を行うなど通信の活用に配慮していくことが

期待されている。

4公 害対策と通信

近年における我が国の高度経済成長は,国 民に物質的な豊かさをもた らし

たが,反 面,生 産,消 費の大規模化が進むことによって,さ まざまな公害

問題や都市問題を深刻化させてきた。そして,国 民の関心は物質的な豊かさ

か ら,住 みよい環境や生きがい等より質的,精 神的豊かさへと移行 しつつあ

る。

経済社会基本計画においても,「 経済活動のあ り方については,こ れまで

の狭義の経済効率を追求 したものから,公 害の防除,自 然環境の保全,無 秩

序な大都市集中の防止などを前提としたものにあ らためる必要が あ る。」と

して,公 害防除を経済活動の基本的な条件 としている。

公害問題の処理の上で,公 害発生の状況のは握,デ ータの収集,分 析はそ

のスター トであ り,公 害知識の浸透,公 害発生源の根絶は,そ のゴールであ

るとい}よ う。

これ らをいかに効果的,機 動的に行い得る か は極めて重要な問題で あ る

が,こ の面でも通信手段の利活用が期待 されている。

(1)公 害監視と通信

公害監視システムにおいて,観 測データの迅速なは握,公 害情報の一般へ

の周知徹底,公 害発生源への警告 ・規制等に当たっては,こ れ らを迅速かつ

能率的に行うとともに,そ の省力化が図られなければならないが,こ の面か

らも,テ レメータ.デ ータ伝送,デ ータ通信等の電気通信技術が各方面で活

用されている。

47年 度末現在,東 京,大 阪,川 崎をはじめ全国の主要15地 域に国設大気測
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定局が設置されている。これ らの測定局Y`は,硫 黄酸化物,浮 遊粉 じん,オ

キシダント,一 酸化炭素等の各種自動計測機,粉 じん採集器及び測定データ

を自動的に集計記録するためのデータ処理装置が設置されており,こ のデー

タをもとに大気汚染要因の解析,究 明が行われている。

また,地 方における大気汚染の監視測定は,大 気汚染防止法に基づき,常

時監視義務を有する都道府県及び市において行われている。 これ らの地方公

共団体の大気汚染監視網は標準的なテレメータシステムを導入 して整備 され

てお り,測 定データの収集等はすべて自動化され,遠 隔操作により行われて

いる。

一方,水 質汚濁に関しては,そ の監視体制を強化す るため機器による水質

測定の自動化を目ざし,都 道府県は環暁庁の援助を受けて,47年 度末現在全

国で13か 所の水質 自動監視測定機器を設置 している。

また,瀬 戸内海,有 明海,伊 勢三河湾の関係各府県は,水 産庁の援助を受

けて,増 養殖漁場を中心とした漁場環境の管理のため,9か 所(48年 度以降

継続事業)に 水質自動観測装置を設置している。

更に,建 設省においては,河 川管理者の立場から,一 級河川について47年

度末現在32水 系,57か 所に水質監視測定機器を設置 している。また,多 摩川

など4水 系の一部Y'つ いて水質の集中監視を行 うため,テ レメータ装置を設

置 している。

(2)公 害対策の広域化

首都圏地域,阪 神地域等大都市圏においては,当 該地域全般に影響を及ぼ

す広範囲汚染の発生する場合が多 く,こ のような場合には関係 自治体が相互

に大気汚染に関する情報を常時交換し,広 域圏全般にわたる汚染状況を相互

には握 し,こ れに対処する緊急措置を関係都道府県が同時に講ずることが必

要である。このために,首 都圏地域(東 京,埼 玉,千 葉,神 奈川)及 び阪神

地域(大 阪,兵 庫)に おいて,テ レメータシステムによる情報交換 システム

が整備されており,広 域的大気汚染の防止に効果をあげている。

将来においては,更 に システムの広域化が進展 し,公 害総合データバソク
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としての広域公害情報センターの構想も具体化 してこよう。

環境汚染,公 害の原因には,多 くの要因が複雑にからみあっており,そ の

現象の解明と対策のためには,自 然科学の分野のみならず,社 会科学の分野

をも含め,各 分野間の研究成果の相互流通を十分に行うことが肝要である。

更に環境保全に関する汚染監視測定や,気 象,水 象などの測定データ,あ る

いは経済データや人ロデータなどの社会データを利用 しやすいように一元的

に取 り扱えるような情報処理体制の整備も必要となろう。このためにも電気

通信の果たす役割は,ま すます重要な意昧を持ってくるものと思われる。

5防 災 と通信

我が国は,台 風,豪 雪,地 震,津 波などの自然災害が多く,更 に現代で

は,発 火物 ・危険物の増加,建 造物の高層化,地 下街 ・地下鉄の発展,激

増する自動車などの都市過密化が加わ り,二 次災害の発生の危険が充満 して

いる。このような災害の予防 と対策に対 し,通 信は極めて重要な役割を果た

し,特 に,複 雑高度化 した都市においては,通 信の整備運用のいかんが被害

の規模を決定するといっても過言ではない。通信は,台 風 津波をは じめ,

地震予知に活用されるとともに,災 害の発生 した場合においても,そ の拡大

の防止,避 難誘導,被 害者の救出,各 種救援活動に不可欠のものとなってい

る。更に,多 くの災害が地域的孤立化や個人の心理的孤立を招 くことに対 し

て,放 送などによる情報提供が有効な役割を果た している。 このように災害

に対する通信,連 絡網の重要性にかんがみ,災 害対策基本法に基づ く防災基

本計画を受けて,郵 政省では 「災害時における重要通信の疎通確保のため,

通信施設の整備,通 信の運用に関する適切な指導,協 力をすること」を基本

目標 とし,通 信施設の整備面と通信の運用面 と二つの側面から積極的に取 り

組んできている。

通信施設の整備,強 化については,公 衆通信系(電 電公社及び国際電電の

通信施設,有 線放送電話)の 確保に万全を期し,ま た,放 送局についても施

設の強化,予 備機の配備など設備の二重化,電 源の確保を図ってきている。
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更に,防 災行政用無線施設,気 象機関,水 防機関,消 防機関,警 察機関,交

通機関など災害時に重要な役割を果たす機関についても,通 信施設の整備を

促進 し,必 要な電波の確保に努力してきている。

このような通信施設の整備 とともに,公 衆通信施設,各 種通信施設,更 に

は,放 送など報道用通信の相互間の連けい体制が,災 害時には重要であ り,

通信の運用面での配慮が不可欠となる。 このため,郵 政省をはじめ警察庁,

国鉄,電 電公社,NHK,全 国漁業無線協会,日 本アマチュア連盟,全 国消

防長会,日 本赤十字社,電 力会社,新 聞社等により非常無線通信協議会が設

け られ,関 係者間Y`い て非常通信疎通のための秩序ある組織を全国ネット

として確立 して,各 種通信施設の効果的運用を図 り,あ らかUめ 非常事態に

備えている。その結果,47年 度末で全国の無線局の約40%に 当たる約35万局

が協議会に属 している。

このように通信,連 絡網の整備が進められてきているが・近時・都市の発

展により震災を中心 とした大都市災害に対 しては,抜 本的な対策が必要とな

っている。災害時における情報の量,内 容,流 通傾向などを想定 し,各 通信

施設を一つのシステムとして再検討を行 うとともに,各 種センサーの開発を

通 じてテレメータシステム,電 子計算機処理によって災害情報の大量,迅 速

処理を図り,更 に,地 下街,高 層 ビル,高 架道路などの環境下の防災システ

ム,避 難誘導システム,避 難地域への情報提供システムなど開発を急がれて

いる部分が多い。

6大 都市交通 と通信

通信は,古 くから交通の安全の確保 と効率化のために利用されてきてお り,

特に航空機や船舶の航行に とって,無 線通信の利用が不可欠であることは広

く知 られている。また,鉄 道についても,そ の発展 とともに通信の利用形態

が多様化 し,高 度化 してきており,山 陽新幹線の開通 と同時にか動開始 した

コム トラック・システムは,デ ータ通信によって運転監視,ダ イヤの乱れ時

の修正 ダイヤの作成,進 路制御を行 うことにより安全で効率的な輸送を確保



第2章 情報化社会と通信 一91一

することを目的としてお り,更 に,座 席予約を行 う 「みどりの窓 口」,貨物

輸送の効率化を図る地域間急行貨物情報 システムなど,鉄 道における通信の

活用例は枚挙にいとまがない。

しか し,近 時,交 通問題のなかでも,大 都市の交通混雑の解消は急務 とな

っており,大 都市の足の確保に対 し通信の活用によって寄与できる部分が大

きい。

(1)交 通の流れの円滑化と安全の確保のための通信の活用

ア.交 通情報の提供

道路交通情報の提供は,道 路交通の流れの円滑化の前提となるものであ

るが,こ の面で大きな寄与をしているのはラジオ放送である。カーラジオ

と交通情報の結びつきに着 目し,ト ンネル内での放送の聴取難を救済し,

更に,非 常時には トソネル内での車の誘導を行 う目的で,ト ンネル緊急放

送装置が設置されている。首都高速道路における主要 トンネルのほか,御

坂 トンネル,関 門 トンネルに設置されている。道路交通情報は,こ のほか

電話による案内サービスによっても行われ,ま た,高 速道路における誘導

式通信が試行されている。

イ.交 通管制

道路交通の流れを円滑化す るためには,交 通量,道 路事情に対応 して信

号の合理的制御が行われなければならない。そのため,道 路に沿って各信

号を系統的に制御する 「線制御」が広 く行われているが,大 都市における

交通渋滞をより合理的に緩和するためには,1本 の道路のみを系統化する

のでは不十分であ り,こ のため地域的に系統化する 「面制御」(交通管制

システム)が 導入されは じめている。この交通管制システムは,各 地点の

交通量を自動的に検知 し,セ ソターの電子計算機により各交差点での最適

信号時間,交 差点の各方向の信号時間比率及び交差点間の時間のずれを求

め,信 号を自動的に制御するほか,道 路の主要地点に設置された可変標識

を制御するもので,デ ータ通信を巧みに利用 している。今後,こ のシステ

ムの導入を促進するとともに,信 号機,可 変標識の制御から個別の自動車
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の誘導を強化する総合的な自動車管制システムの開発を行 う必要があり,

データ通信の活用など通信の分野からのアプローチが期待されている。

(2)交 通量を減ずるための通信の活用

大都市における交通渋滞の緩和を図っていくためには,発 生 した交通の円

滑化と同時に,交 通の発生 自体を減ずる措置がとられる必要がある。このた

め,タ クシーの実車率を向上 して無駄な交通の発生を防止す るためのタクシ

ー無線が既に活用されており,タ クシー無線の利用を更に促進するため,街

頭,ホ テル等 とタクシー会社 とを直接結んだタクシー呼出電話,自 動配車装

置を設置 して空車中のタクシーの所在地とナンバーを自動的に確認 し短時間

で能率的な配車を行 うことができるシステムなどの導入が行われは じめてい

る。また,大 阪府下で過疎対策の一環として試行されているデマン ドバス ・

システムは,コ ン トRル センター(営 業所)に おいて,バ スか ら送 られる

無線信号によりマイクロバスの進行方向,号 車番号をは握 しておき,乗 客か

らコン ト目一ルセンターに公衆電話などによって乗車地,行 き先,乗 車人員

の予約申込みがあった場合に,乗 客のいる最寄 りの地点を走行 しているバス

に無線で配車指令する方式により,バ スの効率的走行を図っているものであ

るが,大 都市においても,需 要情報の正確なは握 と適切な運行計画により交

通の発生の減少をね らうデマンドバス ・システムの構想は有効であり,こ の

ため新交通システムとして実用開発が急がれている。更に,ト ラックについ

ても空車走行が問題 となってお り,こ のため倉庫を都心部か ら郊外に移 し,

データ通信を活用 して商的流通 と物的流通の分離を図ることにより都心部の

交通の発生を減ずるほか,「 帰 り荷」 のあっせんにより実車率の向上を図る

ためにデータ通信を活用することなどが考xら れるが,今 後に期待されてい

るところが多い。

このように,交 通の発生を減少させるためY`は,需 要に応 じた配車を行 う

ことによってこれを実現することが可能であるが,更 に,人 の移動を情報流

に代替させ,交 通の需要を減少させ ることを想定 した通信の活用も必要であ

り,今 後,人 流の発生の原因,目 的,性 格などの調査を通 じて通信により交
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通を代替す る可能性,限 界などを明 らかにしていく必要がある。

7行 政と通信

現代における行政の役割は極めて重大なものとなってきている。福祉社会

を指向す る現代においては政府が国民生活全般に深い関係をもち,公 共の福

祉の実現に積極的に寄与 しなければな らない課題を担ってきている。これに

伴い,高 度化す る政策決定,複 雑化する実施事務,膨 大化する事務量に対処

し,更 に国民に対する窓 ロサービスの改善を行 うため,電 気通信の果たす役

割は大 ぎい。現在,国 及び地方自治体においてその所掌事務の円滑な運営を

図るために,加 入電話,加 入電信を利用するほかに専用の通信網を設けてい

るものが多い。最近においては,単 に行政事務の運営のほかに国民に対する

サービスの向上,特 に窓口事務の改善の見地か ら積極的に電気通信を活用す

る傾向が強 くなってぎている。

例えぽ,行 政事務の末端機関 として国民と直接接触する市町村 に おい て

は,事 務の簡素化,窓 口事務の改善を図るため,フ9ク シミリシステムを使

用するものが次第に多くなってきている。現在,フ ァクシミリシステムは,

東京都渋谷区,中 野区,藤 沢市,千 葉市,水 戸市,長 野市等に設置されてお

り,戸 籍謄抄本,身 分証明書,住 民票,印 鑑登録証明等の受付け,交 付事務

に有効に使用 し,住 民へのサービス向上に寄与している。

一方,中 央省庁においても,運 輸省の自動車登録検査事務,労 働省の職業

紹介事務,外 務省の旅券発給事務等増大する行政事務に対応し,窓 口事務の

改善を図 り,国 民に対するサービスを向上するため,デ ータ通信を含め,高

度の電気通信技術が活用されている。特にデータ通信については現在計画中

のものも相当数あり,今 後一層増大することが予想されている。このため,

これ らシステムの効率的利用を図る必要があるところか ら,45年 度以来,行

政管理庁及び郵政省が協力してデータ伝送,フ ァクシミリ通信及び電話のた

めの総合的な通信ネッ トワークである行政情報通信ネットワーク(Adminis-

trativeInformationandCommunicationsNetwork)の 構想の検討を進め



一94一 第2部 暮らしと通信

てお り,こ れまで基本構想の検討,行 政情報流通の実態調査,シ ステム設計

など基礎的な調査研究を行 っている。




